
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月２２日 ０６時５９分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港葛南区船橋中央ふ頭南岸壁東方沖 

 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位３０９°４.８海里付近 

 （概位 北緯３５°４０.４′ 東経１３９°５８.８′） 

事故の概要  貨物船SUN
サ ン

 FORTUNE
フォーチュン

は、北進中、また、貨物船第十一進
しん

宏
こう

丸は、東

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年６月２２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SUN FORTUNE（大韓民国籍）、１,９９７トン 

   ９３５６７７５（ＩＭＯ番号）、NURIMAX SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 貨物船 第十一進宏丸、４９９トン 

   １４１５９０、進宏海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、（大韓民国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部ハンドレールに曲損、舷梯
てい

に凹損 

Ｂ 船首部ブルワークに凹損、船首部ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１２人（インドネシア共和国籍６人、大韓民国

籍４人、ミャンマー連邦共和国籍２人）が乗り組み、鋼材約 

２,５００ｔを積載し、船橋中央ふ頭北岸壁に着岸する目的で、約３

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で船橋中央ふ頭南岸壁

（以下「南岸壁」という。）東方沖の掘下げ済み水路（以下「本件水

路」という。）を北進中、左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、鋼材約１,３００ｔを積載

し、北海道苫小牧港に向けて船橋中央ふ頭Ｍ３岸壁を離岸した。 

Ｂ船は、船長Ｂが操船し、航海士２人を船首に、機関長と機関士を

船尾にそれぞれ配置し、レーダーを作動させ、約８kn の速力で南岸壁

に沿って東進中、船長Ｂが、船首配置の航海士から右舷前方５００ｍ

付近にＡ船を視認したとの報告を受け、慌てて主機を全速力後進とし

たものの、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、離岸前、Ａ船の入港情報を入手し、レーダーでＡ船を確

認していたものの、離岸後、Ａ船が本件水路の右側端に寄って航行す

ると思い、約８kn の速力で東進したが、レーダーでＡ船を確認しなか



ったので、予想に反して本件水路の中央から左側端寄りを航行してき

たＡ船に気付くのが遅れ、衝突を避けるための対応が遅れたと本事故

後に思った。 

分析 Ａ船は、南岸壁東方沖を北進中、Ｂ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

Ｂ船は、南岸壁に沿って東進中、船長Ｂが、Ａ船が本件水路の右側

端に寄って航行すると思い、Ａ船に対する見張りを適切に行わずに東

進を続けたことから、本件水路の中央から左側端寄りを航行してきた

Ａ船に気付くのが遅れ、衝突を避けるための措置を取ったものの、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、南岸壁東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・進路が交差するふ頭の突端付近を航行する場合は、レーダーを活

用して継続的な見張りを行い、接近する他船がいれば、早期に衝

突を避けるための措置を採るとともに、事前にＶＨＦ無線電話で

交信して他船と情報を交換すること。 

 


